
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
保
安
林
の
指
定
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

マ
エ
ダ
調
剤
薬
局
黒
石
店

黒
石
市
大
字
前
町
四
〇
の
五

令
和六･
三･一八

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社
弘

前
障
害
福
祉

研
究
所

弘
前
市
大
字
松
森

町
一
九
の
一
パ
ス

ト
ラ
ル
ハ
イ
ム
弘

前
八
〇
四
号

児
童
発
達

支
援

O
ne
Sm
ile
弘
前
市
大
字
萱
町

四
二
の
一

令
和六･
四･
一

合
同
会
社
弘

前
障
害
福
祉

研
究
所

弘
前
市
大
字
松
森

町
一
九
の
一
パ
ス

ト
ラ
ル
ハ
イ
ム
弘

前
八
〇
四
号

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

O
ne
Sm
ile
弘
前
市
大
字
萱
町

四
二
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

青
森
県
報
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第
七
百
四
十
一
号

令
和
六
年三

月
二
十
七
日

（
水
曜
日
）



東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
門
の
沢
一
九
六
、
一
九
七
の
一
、
一
九
七
の
二
、
一
九
八
、
一
九

九
の
三
、
一
九
九
の
五
、
二
〇
六
、
二
〇
九
、
二
二
二
、
字
平
舘
長
屋
形
一
の
六

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
外
ヶ
浜
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

老
久
保

豊

三
戸
郡
三
戸
町

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
老
久
保
平
二
一

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
公
表

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
管

理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
令
和
６
管
理
年
度
（
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
１
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業

２
８
６
．
６
ト
ン

第
２
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業

５
０
８
．
０
ト
ン

第
３
す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
す
け
と
う
だ
ら
漁
業

現
行
水
準

第
４
す
る
め
い
か

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
す
る
め
い
か
漁
業

現
行
水
準
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人
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
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号

青

森

県

(印
刷
所
・
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人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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十
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